
母
子
寡
婦
福
祉
大
会

内
容
優
良
母
子
家
庭
表
彰
式
典
�
。

日
時
８
月
２５
日
�
午
前
１０
時
〜
午

後
３
時
。

会
場
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
１３
�
）。

対
象
母
子
家
庭
の
母
と
寡
婦
。

費
用
５００
円
（
昼
食
代
含
む
）。

申
込
８
月
１２
日
�
〜
２１
日
�
に
市

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
。

詳
細

市
母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ

ー
�（
６３１
）３
２
７
０

母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー
催
し

■
親
子
の
パ
ソ
コ
ン
講
座

ア
イ
ロ
ン
プ
リ
ン
ト
を
作
ろ
う
。

日
時
９
月
７
日
�
午
前
９
時
３０
分

〜
正
午
。

対
象
母
子
家
庭
の
母
と
子
（
小
学

４
年
〜
中
学
３
年
）
２０
人
。

費
用
１
人
２００
円
。

申
込
８
月
２０
日
�
か
ら
市
母
子
寡

婦
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
。
先
着

■
自
立
促
進
講
習
会

�
�
簿
記
２
級
講
習
会
�

日
時
９
月
１１
日
�
〜
１１
月
２２
日
�

の
月
・
水
・
金
曜
。
午
後
６
時
１５

分
〜
８
時
４５
分
。
全
２８
回
。

対
象
簿
記
３
級
程
度
の
知
識
が
あ

る
母
子
家
庭
の
母
と
寡
婦
（
受
講

経
験
者
を
除
く
）
３０
人
。

費
用
２
千
円
程
度
。

�
�
２
級
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成

講
習
会
�

日
時
１０
月
１
日
�
〜
来
年
３
月
２８

日
�
の
火
・
金
曜
。
午
後
６
時
〜

９
時
。
全
４１
回
。

対
象
母
子
家
庭
の
母
と
寡
婦
３０
人
。

費
用
６
千
円
。

※
�
�
の
申
込
�
は
８
月
１２
日
�

〜
１５
日
�
、
	
は
１９
日
�
か
２０
日

�
に
市
母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内
／

１３
�
）
か
区
役
所
の
保
健
福
祉
サ

ー
ビ
ス
課
（
児
童
・
母
子
福
祉
担

当
）
へ
直
接
。
抽
選

詳
細

市
母
子
寡
婦
福
祉
セ
ン
タ

ー
�（
６３１
）３
２
７
０

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
手
続
を

■
所
得
状
況
届

現
在
、
手
当
を
受
け
て
い
る
方

に
は
、
所
得
状
況
届
用
紙
と
記
入

要
領
を
８
月
中
旬
ま
で
に
郵
送
し

ま
す
。
期
間
内
に
届
け
出
が
な
い

と
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

■
新
規
申
請

２０
歳
未
満
の
重
度
か
中
度
の
心

身
障
害
児
を
養
育
し
て
い
る
方
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
児
童
福
祉
施
設

に
入
所
中
の
場
合
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
所
得
限
度
額
を
超
え

る
方
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

詳
細

区
役
所
（
１３
�
）
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
か
ら

�
協
会
員
登
録
説
明
会
�

高
齢
者
・
障
害
者
な
ど
へ
の
家

事
援
助
、
ご
み
出
し
な
ど
を
行
う

協
力
員（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）登

録
の
た
め
の
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日
時
８
月
２２
日
�
、
９
月
１０
日
�

の
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分
。

引
き
続
き
午
後
１
時
〜
４
時
４０
分

に
研
修
会
を
行
い
ま
す
。

会
場
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会

（
中
央
区
北
１
西
９
リ
ン
ケ
ー
ジ

プ
ラ
ザ
３
階
）。

�
訪
問
指
導
員
登
録
者
の
募
集
�

加
齢
や
障
害
な
ど
の
た
め
自
宅

で
療
養
し
て
い
る
４０
歳
以
上
の
方

と
そ
の
家
族
に
、
療
養
・
介
護
方

法
な
ど
を
指
導
し
ま
す
。

対
象
５５
歳
未
満
の
健
康
な
看
護
師

・
保
健
師
で
、
実
務
経
験
３
年
以

上
、
離
職
後
１０
年
以
内
の
方
。

申
込
随
時
電
話
。

申
込
先
・
詳
細

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

協
会
�（
２７２
）４
０
２
０

オ
ス
ト
メ
イ
ト
相
談
会

人
工
肛
門
・
ぼ
う
こ
う
の
方
と

そ
の
家
族
の
た
め
の
相
談
会
で
す
。

日
時
・
会
場
８
月
１７
日
�＝

北
区

民
セ
ン
タ
ー
（
北
区
北
２５
西
６
）、

１８
日
�＝

東
区
民
セ
ン
タ
ー
（
東

区
北
１１
東
７
）。
い
ず
れ
も
午
後

１
時
３０
分
〜
４
時
。

詳
細

身
体
障
害
者
福
祉
協
会
�

（
６４１
）８
８
５
３

福
祉
用
具
講
演
会
・
展
示
会

日
時
８
月
２０
日
�
。
講
演＝

午
後

１
時
３０
分
〜
３
時
。
展
示＝

午
後

１
時
〜
４
時
。

会
場
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
１３
�
）。

講
演
の
定
員
３００
人
。

講
演
の
申
込
８
月
１２
日
�
か
ら
電

話
。
先
着

申
込
先
・
詳
細

市
社
会
福
祉
協
議
会

�（
６１２
）６
１
１
０

税
の
窓
口

�
市
・
道
民
税
の
申
告
を
�

市
・
道
民
税
の
申
告
が
必
要
と

思
わ
れ
る
方
な
ど
を
対
象
に
実
態

調
査
を
行
い
ま
す
。
申
告
を
お
忘

れ
の
方
は
、
区
役
所
の
市
民
税
係

へ
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
１
月
１
日
現
在
、
単
身
赴

任
な
ど
で
市
外
に
お
住
ま
い
の
方

が
市
内
に
家
屋
敷
を
有
し
て
い
る

場
合
な
ど
は
、
本
市
に
対
し
て
も

均
等
割
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

方
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細

区
役
所（
１３
�
）の
課
税
課

�
特
別
土
地
保
有
税
の
申
告
納
付
�

１３
年
７
月
１
日
〜
１４
年
６
月
３０

日
に
、
同
一
区
内
で
取
得
し
た
土

地
の
合
計
面
積
が
２
千
平
方


以

上
の
方
が
対
象
で
す
。「
取
得
」
と

は
、
売
買
・
交
換
・
贈
与
な
ど
の

別
を
問
い
ま
せ
ん
。
申
告
納
付
期

限
は
９
月
２
日
�
で
す
。

詳
細

諸
税
課
特
別
土
地
保
有
税

係
（
中
央
区
北
１
西
３
札
幌
住
友

信
託
ビ
ル
６
階
）
�（
２１１
）３
０
７

２�
家
屋
の
実
地
調
査
に
ご
協
力
を
�

今
年
、
家
屋
（
車
庫
・
物
置
を

含
む
）
を
新
築
・
増
築
・
改
築
し

た
方
を
対
象
に
、
家
屋
の
実
地
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査

は
、
固
定
資
産
税
の
評
価
額
を
算

出
す
る
た
め
の
も
の
で
、
間
取
り

や
使
用
資
材
を
見
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
。

８
月
１
日
か
ら
、
児
童
扶
養

手
当
の
制
度
が
変
わ
り
ま
す

�
手
当
支
給
額
�

８
月
分
手
当
か
ら
、
所
得
に

応
じ
て
、
き
め
細
か
く
定
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

全
部
支
給＝

４
万
２
千
３７０
円
。

一
部
支
給＝

所
得
に
応
じ
て
、

１
万
円
〜
４
万
２
千
３６０
円
。

�
所
得
制
限
額
、
所
得
の
範
囲
�

全
部
支
給
の
所
得
制
限
額
が

引
き
下
げ
に
、
一
部
支
給
の
制

限
額
が
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
養
育
費
が
所
得
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

�
現
況
届
�

提
出
期
間
が
、
８
月
１
日
か

ら
末
日
ま
で
に
変
わ
り
ま
す
。

ま
た
、
現
況
届
の
添
付
書
類
が

新
た
に
追
加
さ
れ
ま
す
の
で
、

郵
送
さ
れ
る
案
内
文
書
を
ご
覧

の
上
提
出
願
い
ま
す
。
期
間
内

に
届
け
出
が
な
い
と
、手
当
が
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
を
。

�
母
子
福
祉
貸
付
金
の
利
用
�

手
当
支
給
額
が
減
額
に
な
る

方
を
対
象
に
、
差
額
分
を
無
利

子
で
お
貸
し
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
支
給
額
決
定

後
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

詳
細

区
役
所
（
１３
�
）
の
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
か
子
育
て

支
援
担
当
課
�（
２１１
）２
９
８
８
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